
生活保護制度における介護扶助について 
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 １ 介 護 扶 助 の 概 要  

 

１ 介護扶助の対象者及び給付内容 

(1) 対象者 

生活保護受給者で介護保険法及び関係法令に規定する要介護状態、要支援状態又は基本チェックリ

ストに該当する状態にある者 

(2) 給付内容と給付方法 

 給付内容 給   付   方   法  

 居宅介護、施設介護、 

 介護予防、介護予防・

日常生活支援(※) 

 

 指定介護機関に委託して現物給付する。(介護券を事業者に送付する｡) 

 福祉用具、住宅改修、 

 介護予防福祉用具、 

 介護予防住宅改修 

 金銭給付し、償還払いされる介護保険給付は返還請求する。 

 移       送  保険給付による送迎が行われない場合等について必要な交通費を金 

 銭給付する。 

※ 指定介護機関以外による介護予防・日常生活支援は、金銭給付。（代理納付が望ましい。） 

 

２ 介護扶助の介護方針及び介護報酬 

(1)指定介護機関の介護方針及び介護報酬は、介護保険の介護方針及び介護報酬の例によります。 

(2)介護保険給付の対象とならない支給限度額を超えるサービス等については、給付が認められません。 

・参考 「生活保護法第54条の２第５項において準用する同法第52条第２項の規定による   

        介護の方針及び介護報酬」 

・ 原則として、要介護被保護者の「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」へ 

    の入所は、認められません。 

ただし、平成23年度から社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る

利用者負担額軽減制度事業の対象が生活保護受給者に拡充されたことにより、施設事業者が同

事業を活用すること等により、生活保護受給者の利用者負担の全額が軽減（免除）されれば、生

活保護受給者も介護保険施設の個室等の利用が可能となります。 

 

３ 介護扶助と介護保険給付の費用負担関係 

介護保険の被保険者については、介護保険の給付が行われるため、生活保護の補足性の原理により、

保険給付が優先し保険給付の行われない自己負担分が介護扶助の対象となります。 

40歳以上65歳未満の生活保護受給者で医療保険に未加入の者（以下「介護保険の被保険者以外の者」）

という。）は、介護保険の加入要件に該当せず加入できないので、介護サービス費は他法他施策による

給付がない限り、原則として介護扶助からの給付となります。 

 40歳以上65歳未満の者 65歳以上の者  

 医療 

 保険 

 未加入者  介護保険の被保険者以外の者 

 （介護扶助10割）  第１号被保険者 

（介護保険９割＋介護扶助１割）  加 入 者  第２号被保険者 

 （介護保険９割＋介護扶助１割） 
 



４　居住費（滞在費）及び食費の負担について
【介護保険＋介護扶助】
区
分

区分 居室の類型 被保護者負担限度額 基準費用額と負担限度額の差

食費 介護扶助　　　300円／日

多床室 負担なし　　　　　　　　０円

※従来型個室
老健・医療院　550円／日
特養　　　　　　 380円／日

※ユニット型準個室 550円／日

※ユニット型個室 880円／日

食費 利用者負担　　300円／日

多床室 負担なし　　　　　　　　０円

従来型個室
　老健・医療院
　特養

550円／日
380円／日

ユニット型準個室 550円／日

ユニット型個室 880円／日

通所
(小規模多

　機能含む)
食費

食材料費等

家賃

【介護扶助のみ】
区
分

区分 居室の類型 被保護者負担限度額 基準費用額と負担限度額の差

食費

多床室

※従来型個室

※ユニット型準個室

※ユニット型個室

食費 利用者負担　　300円／日

多床室 負担なし　　　　　　　　０円

従来型個室
　老健・医療院
　特養

550円／日
380円／日

ユニット型準個室 550円／日

ユニット型個室 880円／日

通所
(小規模多

　機能含む)
食費

食材料費等

家賃

　小規模多機能型居宅介護の「泊まり」の「食費・宿泊費」は，保険資格に関わらず，全額利用者負担となります。

○太枠内が介護扶助で給付する部分。（入所の個室等の居住費は，例外的に入所を認めた場合に限る）

○特に記載のない「介護扶助」は，京都府国民健康保険連合会へ公費請求してください。

　福祉事務所払いの介護扶助は，福祉事務所に直接請求してください。

○利用者負担は，利用者へ直接請求してください。（介護扶助は給付されません）

○記載した基準費用額等について，実際の額が当該額を下回る場合はその額となります。

グループ
ホーム

全額利用者負担（補足給付なし）
　※家賃は住宅扶助基準内でなければ入居不可

1,728円／日

2,066円／日

◇参考：基準費用額

食費　　　　1,445円／日
居住費
　多床室
　　　老健・医療院
　　　　　　　   437円／日
　　　特養
                    915円／日
　従来型個室
　　　老健・医療院
　　　　　　 1,728円／日
　　　特養
                1,231円／日
　ユニット型準個室
　　　　　　 1,728円／日
　ユニット型個室
                2,066円／日

居住費
※原則，多床室入所（個室入所は不可）
※施設事業者が利用者負担額軽減制度事業を活用
することにより、利用者負担の全額が軽減（免除）され
た場合は除く。また、例外的に入所を認めた場合の
み、福祉事務所払いの介護扶助となる。

（連合会へ公費請求された場合は返戻となります。）

短期
入所 滞在費

全額利用者負担（補足給付なし）

※原則，多床室入所（個室入所は不可）
※施設事業者が利用者負担額軽減制度事業を活用することにより、利用者負担の全額
が軽減（免除）された場合は除く。また、福祉事務所が例外的に入所を認めた場合は、福
祉事務所払いの介護扶助となる。
（連合会へ公費請求された場合は返戻となります。）

短期
入所

福祉事務所払いの
介護扶助
　　額は保険併用の介護保険
　　給付（特定入所者介護サー
　　ビス費）相当額

滞在費

入所

介護扶助　　　1,445円／日

老健・医療院　　437円／日
特養　　　　 　　　915円／日

サービスの種類 費用の負担方法

第
１
号
被
保
険
者
及
び
第
２
号
被
保
険
者

入所

 介護保険で給付
 （特定入所者介護サービス費）

グループ
ホーム

全額利用者負担（補足給付なし）
　※家賃は住宅扶助基準内でなければ入居不可

サービスの種類 費用の負担方法

医
療
保
険
の
被
保
険
者
以
外

（
4
0
～

6
5
歳
未
満

）

居住費

老健・医療院　1,728円／日
特養　　 　　　　1,231円／日

全額利用者負担（補足給付なし）

利用者負担

利用者負担



５ 介護保険の被保険者以外の者の要介護認定又は要支援認定 

介護保険の被保険者以外の者(介護扶助10割給付対象者)は、介護保険制度の被保険者ではないため、

福祉事務所から居宅介護支援事業者等に訪問調査票の作成を、指定医療機関に主治医意見書の作成を

依頼し、認定審査会に認定審査を委託します。 

訪問調査を行う居宅介護支援事業者等は、当該市と訪問調査の委託契約を締結する必要があります。

 (基本チェックリストは、第１号被保険者を対象に実施するものであり被保険者以外の者に実施する

ことはできない。) 

 

６ 居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成上の留意点 

(1) 指定介護機関による居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成 

生活保護受給者の居宅介護支援計画、介護予防支援計画、介護予防ケアマネジメントに基づくプラ

ン又は介護予防ケアマネジメントの内容がわかるもの(以下「居宅介護支援計画等」という。)を作成

する居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は第１号介護予防支援を実施する者(以下「居宅介

護支援事業者等」という。)は、原則として生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けているこ

とが必要です。 

なお、介護保険の被保険者以外の者の居宅介護支援計画等の作成については、次の(2)「介護扶助

の程度」なお書き以降の介護扶助の適用範囲に御留意ください。 

 

(2) 介護扶助の程度 

居宅介護又は介護予防に係る介護扶助の程度は、介護保険法に定める居宅介護サービス費等区分

支給限度基準額、介護予防サービス費等区分支給限度基準額又は介護予防・生活支援サービスにおけ

る支給限度額の範囲内となります。 

他市町村の地域密着型サービス等(居宅介護のうちの定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応

型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護、介護予防の

うちの介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応

型共同生活介護並びに施設介護のうちの地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに介護予

防・生活支援サービス)の介護保険被保険者の利用は、当該地域密着型サービス等を行う事業者につ

いて、当該被保護者を被保険者とする市町村の指定を受けている場合に限られます。ただし、住所地

特例により他市町村の特定地域密着型サービス等を利用する場合は、当該サービス事業者が住所地

特例対象施設の所在する市町村の指定を受けていることでサービス利用が可能です。その際の介護

の報酬の額については、住所地特例対象施設の所在する市町村が定める報酬単位によります。 

なお、介護保険の被保険者以外の者(介護扶助10割給付対象者)については、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付が介護扶助に優先して適用されます。 

介護保険の被保険者以外の介護扶助の給付に係る給付上限額は、介護保険法に定める支給限度額か

ら自立支援給付等の給付額を控除した額となります。 

ただし、常時介護を要し、その介護の必要性が著しく高い障害者などの場合で、介護扶助の支給限

度額から自立支援給付等の給付額を控除した額の範囲内では、必要な量の介護サービス(自立支援給

付等によるサービスには同等の内容のものがない介護サービス(訪問看護等))を確保できないと認め

られるときは、例外的に、介護扶助の支給限度額の範囲内を上限として、介護扶助による必要最低限

度のサービス給付を行うことができます。なお、介護予防・生活支援サービスにおける支給限度額に

ついても上記に準じて取り扱うことができます。 

 

(3) 移送費 

次のいずれかに該当する場合は、移送費として、最小限度の実費が支給されます。 

ア 訪問介護、通所介護等の利用に伴う交通費又は送迎費(真にやむを得ない場合に限る。) 

イ 短期入所に伴う送迎費 



ウ 居宅療養管理指導等のための交通費 

エ 介護施設へ入所、退所に伴う移送のための交通費 

 

 ２ 介護扶助の給付と介護報酬の請求  

 

１ 介護扶助の給付決定と介護券送付 

(1) 介護扶助の給付決定 

生活保護受給者が介護扶助を必要とする場合は、福祉事務所へ申請を要します。 

介護保険の被保険者が、介護扶助の申請を行う場合には、申請時に要介護認定、要支援認定又は

基本チェックリストによる確認(以下「要介護認定等」という。)結果及び居宅介護支援計画等の写し

を添付する必要があります。(介護保険の被保険者以外の者については、申請時に当該書類の添付の

必要はありませんが、介護扶助の決定に際し、居宅介護支援計画等の写しが必要となります。) 

福祉事務所は、要介護認定等結果及び居宅介護サービス計画等に基づいて介護扶助を決定し、 

決定された介護扶助のサービス提供事業者に「介護券」(「例：資料１」)を送付します。 

介護サービスが変更される場合は、居宅介護支援事業者等から速やかに福祉事務所に連絡して 

ください。 

※ 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

介護予防特定施設入居者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居に

係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること。 

 

(2) 居宅介護支援計画等の写しの提供 

福祉事務所が生活保護受給者の同意を得て、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターに 

居宅介護支援計画等の写しの交付を依頼した場合は、福祉事務所に提供してください。 

また、福祉事務所が交付を依頼したのちに介護サービスが変更される場合も提供してください。 

なお、サービス利用票、同別表(居宅介護支援計画兼サービス利用票を含む)を作成されている場

合にあっては、介護券の発券等を円滑に行うため、サービス利用票、同別表の写しを提出いただきま

すよう御協力願います。(サービス利用票、同別表に記載されない居宅療養管理指導等については、

別途、福祉事務所まで御連絡いただきますようお願いします。) 

 

２ 介護券について 

介護券は月単位で発行し、サービス提供事業者に送付します。 

サービス提供事業者は、介護サービスの提供にあたって毎月、当該月の「介護券」を確認し、「介護

券」から必要事項を介護給付費明細書に転記してください。また、「介護券」には、利用中のサービス

が全て記載されていることを併せて御確認ください。 

「介護券」に本人支払額の記載がある場合は、記載の額を本人から徴収してください。 

施設入所者で本人支払額が15,000円を超える場合は、「資料２」の記載例により介護給付費明細書を

記載してください。 

必要な「介護券」が到着しない場合は、所管の福祉事務所に御連絡ください。 

 

３ 介護扶助の介護報酬の請求 

福祉事務所から送付される介護券の記載事項を介護給付費明細書に転記し、京都府国民健康保険団

体連合会へ公費負担金額を請求してください。 

なお、介護報酬(居住費(滞在費)及び食費を除く)について、介護保険被保険者の場合には、高額介護

サービス費の適用により、介護扶助での負担は、月額15,000円が限度となります。 

また、居住費(滞在費)及び食費の請求については、１介護扶助の概要の４居住費(滞在費)及び食費の

負担についての一覧表のとおりです。介護給付費明細書の記載方法は、例：資料２を参照してください。 



４ 介護保険給付費の公費請求について 

生活保護(介護扶助)制度は他法優先ですので、生活保護受給者が生活保護の他に公費請求できる制

度の適用を受けている場合は、その制度の公費請求を生活保護に優先して行ってください。 

生活保護受給者が生活保護の他に公費請求できる制度の適用を受けている場合は「介護券」の備考欄

にその旨の記載があります。 

備考欄に「その他」が「あり」とだけ記載されている場合は、福祉事務所に適用されている他の公費

制度の内容を御確認ください。 

公費請求の対象となるサービスについては、「介護保険給付費等にかかる請求要領」(京都府国民健

康保険団体連合会編）を参照してください。 

 

５ 介護施設入所者及び短期入所者の居住費(滞在費)及び食費の負担限度額の減額認定について 

介護保険の被保険者である生活保護受給者が、居住費(滞在費)及び食費の利用者負担限度額の減額

を受け、利用者負担第１段階で介護報酬を請求するためには、生活保護受給者が「介護保険負担限度額

認定証」の交付を受けていることが必要です。 

介護施設に入所(短期入所含む)した介護保険の被保険者である生活保護受給者が「介護保険負担限

度額認定証」の交付を受けていない場合は、各市区町村の担当窓口への申請手続きに御援助・御協力を

お願いいたします。 

 

 ３ 介 護 扶 助 関 連 の 給 付  

 

１ 介護保険料の対応 

普通徴収対象者には介護保険料加算を計上し、特別徴収対象者は、特別徴収相当額を年金収入から

控除します。(生活保護上、保障される生活水準に変動はありません。) 

 

２ 施設入所者の基準生活費 

介護施設入所者基本生活費と介護施設入所者加算を支給します。(介護施設入所者加算は他の加算と

重複調整します。) 



４ 指定介護機関の指定申請手続き

生活保護受給者に介護サービスを提供するには、事業者が生活保護法による指定介護機関の指定を

受けていることが必要です。（保険者からの委託、補助（助成）又は保険者による直接実施による介

護予防・生活支援サービス事業者を除く。）

なお、指定は各サービス（事業者）の種類ごとに必要です。（要支援者に対するサービスは、「介

護予防」の指定が必要です。）

１ 指定介護機関の指定基準

(1)介護保険法の指定又は許可を受けているものであって介護扶助のための介護に理解を有している

と認められること。

(2)指定介護機関担当規程に従って適切に介護サービスを提供できると認められること。

※ 介護を担当させる機関として著しく不適当と認められる場合は、指定しないことができる。

２ 指定介護機関のみなし指定等について

平成２６年７月、生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法による指定又は開

設許可を受けたときは、生活保護法による指定を受けたこととみなされます。介護保険法による指

定の取消し等があった場合には、生活保護法による指定の効力についても失効することとなります。

なお、指定が不要な場合は、介護保険法による指定日以前に別途「生活保護法の指定を不要とす

る旨の申出書」を提出してください。

ただし、平成２６年６月３０日以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法の指定を受けていな

かった機関もしくは平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定を受けた際に、「生活保護法の指

定を不要とする旨の申出書」を提出された機関が、新たに生活保護法の指定を受けられる場合は、

別途申請書の提出が必要となります。

また、平成２６年６月３０日以前に旧生活保護法の規定による指定を受けていた指定介護機関は、

平成２６年７月１日に改正法の規定による指定を受けたものとみなさます。

おって、指定内容等の変更や廃止・休止の場合については、届出が必要です。

３ 指定申請書の提出

京都市内以外の事業者は所在地を所管する福祉事務所（市部は「各市福祉事務所」、町村部は「所

管する府保健所」）へ、京都市内の事業者は各区の福祉事務所へ提出してください。（別紙:提出先

一覧）



中国残留邦人等に対する介護支援給付について 

 

京 都 府 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 推 進 課 

京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室 

 

１ 概要 

支援給付制度は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）」に基づき、中国残留邦人等の方々の生

活の安定を目的とした制度です。 

支援給付制度については，生活保護法の例により実施することとされていますが、生活保護とは異なる取扱

いもあります。 

 

２ 介護機関の指定について 

支援給付制度が開始された平成 20 年４月１日以前から生活保護法による指定を受けていた介護機関は、中

国残留邦人等支援法についても指定を受けたものとみなされます。 

なお、平成 26年７月、生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法による指定又は開設許可

を受けると、生活保護法の指定を受けたこととみなされることとなり（みなし指定）、特に手続は不要となって

います。 

 

３ 介護支援給付について 

(1) 基本的には生活保護法による介護扶助と同様の給付内容及び方式（介護券等による現物給付方式）となり、

介護機関からの請求方法も同様です。各市からお送りする介護券に基づき、国保連合会を通して介護報酬

を請求してください。                                                       

(2) 留意事項 

 支援給付受給者の介護券等は、本人の申請に基づき、各市から介護機関に直接郵送します。介護券が届

かない場合は福祉事務所（京都市は保健福祉センター）に問い合わせてください。 

 

４ 介護保険被保険者以外の者の支援給付受給者 

  「生活保護制度における介護扶助について」１－３の例により、40 歳以上 65 歳未満の支援給付受給者で医

療保険に未加入の者は、そのサービス費用等の全額が支援給付により賄われます（介護支援給付 10割対象者）。 

 

５ 被支援者の介護保険施設のユニット型個室等への入居について 

  居住費については、介護支援給付費の支給対象とはなりませんが、介護支援給付費で対応しなくても入所が

可能な場合については入所を認めています。（以下の場合が想定されます。） 

(1) 自治体の単独事業等により居住費の利用者負担が免除される場合 

(2) 施設側が利用者の収入の状況等にかんがみ、利用者から居住費の徴収を行わない場合（「社会福祉法人等

による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」の活用等） 

(3) 多床室との差額を支援給付受給者本人が負担する場合（生活保護とは異なる取扱い。） 



参 考  

 

○ 指定介護機関介護担当規程（平成 12年３月 31日 厚生省告示第 191号） 

 生活保護法(昭和 25年法律第 144号)第 54条の２第５項において準用する同法第 50条第１項の    

規定により、指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成 12 年４月１日から適用する。 

 

（指定介護機関の義務） 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところによ

り、介護を必要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければならない。 

 

（提供義務） 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護

者に対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者に

ついて発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難である

と認めたときは、速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該要介護者に対し

必要な援助を与えなければならない。 

 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保

護法（昭和 25 年法律第 144号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求めら

れたときは、無償でこれを交付しなければならない。 

 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提

供に関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。 

 

（帳簿） 

第７条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完

結の日から５年間保存しなければならない。 

 

（通知） 

第８条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場

合には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

 １ 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

 ２ 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとした

とき。 



参 考 

○ 生活保護法第 54 条の２第５項において準用する同法第 52 条第２項の規定による介護の方針及び介護報酬（平成 12

年４月 19 日厚生省告示第 214 号 平成 30 年３月 30 日厚生労働省告示第 180号一部改正） 

 

  生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第５項において準用する同法第 52 条第２項の規定に基づき、生

活保護法第 54条の２第５項において準用する同法第 52条第２項の規定による介護の方針及び介護の報酬を次のように

定め、平成 12 年４月１日から適用する。 

 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第 127 条第３項

第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 145 条第３項第３号に規定する利用者が選定する

特別な療養室等の提供は、行わない。 

 

２ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第 136 条第

３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

 

３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）第９条第３項第３号に規

定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

 

４ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号）第 11 条第３項第

３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

 

５ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 41 号）第

12 条第３項第３号に規定する入院患者が選定する特別な病室の提供は、行わない。 

 

６ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第５号)第 14 条第３項第３号に

規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

 

７ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準(平成 18年厚生労働省令第 35号)第 135条第３項第３号に規定する利用者が選定する特

別な居室の提供及び同令第 190 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

 

８ 介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 51 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第２項第１号に規

定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する居住費の基準費用額を超える費用を要する食事又は居室の提供

は、行わない。 

 

９ 介護保険法第 51 条の３第５項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた場合にあって

は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号に規定する居住費の負担限度額を超える額の支払

を受けてはならない。 

 

10 介護保険法第 61 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

又は同項第２号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は居室の提供は、行わない。 

 

11 介護保険法第 61 条の３第５項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた場合にあ

っては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号に規定する滞在費の負担限度額を超える額の

支払を受けてはならない。 

 



（例：資料１ 介護券） 

生活保護法介護券(    年  月分) 

公 費 負 担 者

番 号 
  

              
有 効 期 間 日から  日まで 

受 給 者 番 号 
                

単独・併用別 単独・併用 

保 険 者 番 号 
                

被保険者番号 
                    

(フリガナ ) 

氏 名 

   生 年 月 日 性 別 

  １．明・２．大・３．昭 

 年 月 日生 1 男 2 女 

要介護状態等

区 分 
基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ該当・要支援 1・2・経過的要介護・要介護 1・2・3・4・5 

認定有効期間 令和  年  月  日から  令和  年  月  日まで 

居 住 地 

  

指定居宅介護

支援事業者・

地域包括支援

センター名 

事業所番号                        

  

指定介護機関名 事業所番号                       

  

居 宅 介 護 

介 護 予 防 

介護予防・日

常 生 活 支 援 

☐訪問介護 

☐訪問入浴介護 

☐福祉用具貸与 

☐訪問看護 

☐訪問リハ 

☐通所介護 

☐通所リハ 

☐居宅療養管理指導 

☐短期入所生活介護 

☐短期入所療養介護 

☐認知症対応型共同生活介護 

☐特定施設入居者生活介護 

☐定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

☐夜間対応型訪問介護 

☐地域密着型通所介護 

☐認知症対応型通所介護 

☐小規模多機能型居宅介護 

居 宅 介 護 

介 護 予 防 

介護予防・日

常 生 活 支 援 

☐地域密着型特定施設入所者生活介護 

☐看護小規模多機能型居宅介護 

☐第一号訪問事業 

☐第一号通所事業 

☐第一号生活支援事業 

施 設 介 護 
☐介護老人福祉施設 

☐介護老人保健施設 

☐介護医療院 

☐地域密着型介護老人福祉施設 

居宅介護支援 

介護予防支援 

☐居宅介護支援 

☐介護予防支援 

☐介護予防ケアマネジメント 

本 人 支 払 額 円 

地区担当員名      取扱担当者名 

福祉事務所長    印 

備

考 

介 護 保 険 あり   なし 

そ の 他   

    

    

 



○介護給付費明細書の記載例 （令和７年６月版） （資料２）

＜例　１＞

（１）介護老人保健施設（様式第９）のサービスにて、多床室に３０日間（１ヶ月間）入所。

　　利用者は生活保護併給受給者（介護保険被保険者）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　　本人支払額が16,000円である場合の記載内容

サービス内容

保健施設食費

保健施設多床室

本記載例は、京都府国民健康保険団体連合会に請求される介護扶助費についてのものであ
り、福祉事務所払いの介護扶助費の請求については、所管の各福祉事務所にお尋ねくださ
い。

サービス内容

請
求
額
集
計
欄

給
付
費
明
細
欄

／１００

サービスコード 単位数

円／単位

5 2 1

0合計 2 7 2 40

0

１０円／点

／１００

7 2

保施Ⅰⅲ３

2

0

公費対象単位数

1

摘要
公費分
回数等

2 7 2 4

回数

2 7

サービス単位数

0 4 02

日数

2

3 0

１０円／点

3 3 1 0 8 3

4

9

0 3

4

区分 保険分 公費分 保険分特定治療 公費分特定治療

7 2①点数・単位数合計 2 7 2 4 0

0

／１００0 0

②点数・単位数単価 1 0 0

③給付率 9 0 1 ／１００

1

9 0 0

公費分

請求額
07 4

0

※介護保険の被保険者である被保護者に係る介護券による本人支払額は、15,000円までを本体報酬にかかる公費本人
負担額に充当し、残額がある場合には、その額を特定入所者介護サービス費における公費本人負担額に充当します。

06

0

2 2 4 0④請求額（円） 2 4 5 1 6 0

合計 6

0 01 0

公費分本人負担月額

0

5 6 4 0

8 04
保険分

請求額（円）

00 01 3 1 11 1 00 1 34 3 7

0⑤利用者負担額（円）

5 9 5 2 2 4

5

費用単価（円）

5 2 4 4

1 5 0 0 0

利用者負担額

0 0

公費分

9 00

保険分

3 03 4 3 5

公費日数

5 0

費用額（円）

4 3 30

日数

3 0 0

負担限度額

3
特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

1 1

サービスコード

15 9



＜例　２＞

（２）介護老人保健施設（様式第９）のサービスにて、ユニット型個室に３０日間（１ヶ月間）入所。

　　利用者は生活保護併給受給者（介護保険被保険者）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　　本人支払額が16,000円である場合の記載内容

サービス内容

保健施設食費

保健施設ユニッ
ト型個室

※被保護者は、介護保険施設において、原則多床室に入所することになっているが、例外的に福祉事務所に認められ多
床室以外の居室に入所する場合で、かつ介護保険の被保険者である被保護者の場合の居住費については、特定入所
者介護サービス費欄に費用単価と負担限度額の差額を保険請求として、また、福祉事務所より施設に支給される負担限
度額に相当する額を利用者負担額として、請求明細書に記載します。

※居住費に係る利用者負担額相当額は、直接福祉事務所に請求してください。なお、介護保険の被保険者でない被保
護者の場合は、費用単価に相当する額を福祉事務所において請求を受け、直接支給しますので、京都府国民健康保険
団体連合会へ請求する請求明細書への記載は行わないでください。

08
請求額

0 0
公費分本人負担月額

1 0 0 0
3 0

公費分

4 02 6 0

保険分
6

請求額（円）
9 9

0 09 0合計 1 0 5 3 3 0

02 6 4 05 5 8 08 0 36 1 98 0 3 06 6 82 1 2 05 9 5 2

0 0 00 93 5 0 30 3 44 3 3 50 3 05 3 0

利用者負担額

5 9 5 2 1 1 1 4 4
特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

サービスコード 費用単価（円） 負担限度額 日数 費用額（円） 保険分 公費日数 公費分

01 5 0 0

請
求
額
集
計
欄

区分 保険分 公費分

①点数・単位数合計

⑤利用者負担額（円） 0

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数

合計

94 3 1

公費対象単位数
回数等

0 2 7 3

サービス単位数
公費分回数

日数

1 3 3ユ型保施Ⅰⅰ３ 5 2 1 3 0

2 7 902 7

2 7 3

2 7 3 90 2 73

0

1 0

0 0 0
円／単位

公費分特定治療

0

9 0

保険分特定治療

3

0

摘要

9

１０円／点１０円／点

③給付率 9 0 ／１００ 1

②点数・単位数単価 1

0 ／１００

0

3 9

9

／１００ ／１００

④請求額（円） 2 4 6 5 1 2 3 9 0



＜例　３＞

（３）介護老人保健施設（様式第９）のサービスにて、多床室に３０日間（１ヶ月間）入所。

　利用者は生活保護単独受給者（介護保険被保険者でない）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　本人支払額が16,000円である場合の記載内容

サービス内容

保健施設食費

保健施設多床室

＜例　４＞

（４）介護老人保健施設（様式第９）のサービスにて、ユニット型個室に３０日間（１ヶ月間）入所。

　利用者は生活保護単独受給者（介護保険被保険者でない）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　本人支払額が16,000円である場合の記載内容

サービス内容

保健施設食費

※被保護者は、介護保険施設において、原則多床室に入所することになっているが、例外的に福祉事務所に認められ多
床室以外の居室に入所する場合で、かつ介護保険の被保険者ではない被保護者の場合の居住費については、費用単
価に相当する額を福祉事務所において請求を受け、直接支給しますので、京都府国民健康保険団体連合会へ請求する
請求明細書への記載は行わないでください。

公費分本人負担月額

請求額（円） 請求額 0
3 3 0

公費分
4 5

保険分

4 3 3 5 03 5 0合計 4 3

3 34

日数 費用額（円） 保険分 公費日数

5 04 3 33 0
特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

サービスコード 費用単価（円） 負担限度額

4 5 5 03 0 4

公費分 利用者負担額

5 9 5 2 1 1 1

6 0 0 0⑤利用者負担額（円） 0 1

00 2④請求額（円） 5 7 9 0

／１００／１００

②点数・単位数単価 1 0 0 0
円／単位

１０円／点

2 7 39 0請
求
額
集
計
欄

区分 保険分 公費分 保険分特定治療

9 0

公費分特定治療

①点数・単位数合計 2

7 3 9 0

7 3

１０円／点

③給付率 0 ／１００ 1 0 0 ／１００

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数
回数

サービス単位数
公費分

公費対象単位数

特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

合計

0

合計 2 7 3 9 0 2

2 7 3 99 0 3 00 2 7

摘要日数 回数等

ユ型保施Ⅰⅰ３ 5 2 1 4 3 1

公費分

39 1 3 3

5 6 4

3 0 1 3 11 01 3 13 0

3 3 5

3 72 4 45 9 5 2

0 4 33 05

1 0

5 9 5 2 1 1 1

02 5 6 4

3 5 0

②点数・単位数単価 1 0 0

00 0 1

区分

①点数・単位数合計 2

利用者負担額

0

※生活保護単独受給者においては、介護保険施設の特定入所者介護サービス費は、全額公費負担となります。ただし、
居住費にかかる特定入所者介護サービス費は、居室区分が多床室の費用のみ、京都府国民健康保険団体連合会への
請求対象となります。

6

6 0 65 6 4

0 0

④請求額（円） 0

③給付率

5 6 4

7 2

公費対象単位数 摘要

1 2 4

日数 回数等

2 4 0

0

保険分

2 7

0

3044 4

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数
回数

サービス単位数
公費分

0
公費分本人負担月額

請求額（円） 請求額

0

⑤利用者負担額（円） 0 1

公費分日数 費用額（円） 保険分 公費日数サービスコード 費用単価（円） 負担限度額

4 02 7 2

6 0 0 0

4 07 24 0

請
求
額
集
計
欄

保険分 公費分 保険分特定治療 公費分特定治療

4 0

2 2合計 2 7

／１００ ／１００ ／１００ ／１００1

0
円／単位

１０円／点 １０円／点

3 3 8 3 09保施Ⅰⅲ３ 5 2 71 32



＜例　５＞

（５）短期入所生活介護（様式第３）のサービスにて、月初より30日間ユニット型個室に滞在。

　　利用者は生活保護併給受給者（介護保険被保険者）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　　本人支払額が15,000円である場合の記載内容

サービス内容

短期生活食費

短期生活ユニッ
ト型個室

＜例　６＞

（６）短期入所生活介護（様式第３）のサービスにて、月初より30日間多床室に滞在。

　利用者は生活保護単独受給者（介護保険被保険者でない）で、要介護状態は要介護３であり、福祉事務所発行の介護券により

　本人支払額が15,000円である場合の記載内容

サービス内容

※生活保護単独受給者においては、短期入所（介護予防にかかるものを含む）の特定入所者介護サービス費の請求欄
は記入しません。特定入所者介護サービス費の保険請求相当額は、直接福祉事務所に、利用者負担相当額は、利用者
本人に請求してください。

公費分本人負担月額

請求額（円） 請求額

保険分 公費分

合計

日数 費用額（円） 保険分 公費日数

特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

サービスコード 費用単価（円） 負担限度額 公費分 利用者負担額

5 0 0 0⑧利用者負担額（円） 1
00 2⑦請求額（円） 0 8 5 0

／１００／１００
１０円／単位

⑥給付率 0 ／１００ 1 0 0 ／１００
⑤単位数単価 1 0 0 0 円／単位 １０円／単位

2④給付単位数 2 2 3 5 0 5 0
③限度額管理対象外単位数
②限度額管理対象単位数 2 2 3 5 0

5 0請
求
額
集
計
欄

区分 保険分 公費分 保険分特定治療 公費分特定治療

①計画単位数 2

2 3 5 0

2 3

2 3

0 1

合計 2 2 3 5 0 2

2 2 3 55 0 3 05 0 2 2 37 4 5 3併設短期生活Ⅱ３ 2 1 2 1 3

サービス単位数
公費分

公費対象単位数 摘要日数 回数等

１０円／単位

※短期入所生活介護及び短期入所療養介護（ともに介護予防かかるものを含む）にかかる食費及び滞在費は、介護扶
助（公費）の対象とはなりません。利用者負担額は、利用者本人に請求してください。

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数
回数

2④給付単位数 2 5 4 1 0

1 0 0 ／１００

1 05 4

2 5 4 1 0

0

合計 2 5 4 1 0 2 5 4 1 0

摘要

0 2 5 4 1 0 3 0 2 5 4 1

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数

8 4 7併ユ短期生活３ 2

回数
サービス単位数

公費分
公費対象単位数

日数 回数等

1 2 4 3 1 3

請
求
額
集
計
欄

区分 保険分 公費分 保険分特定治療 公費分特定治療

①計画単位数 2 5 4 1 0

⑤単位数単価 1 0 0 0 円／単位

②限度額管理対象単位数
③限度額管理対象外単位数

１０円／単位
⑥給付率 9 0 ／１００ ／１００ ／１００
⑦請求額（円） 2 2 8 6 9 0 1 0 4 1 0
⑧利用者負担額（円） 1 5 0 0 0

特
定
入
所
者
介
護
サ
｜
ビ
ス
費

サービスコード 費用単価（円） 負担限度額

4 5 3

日数 費用額（円） 保険分 公費日数

5 0

6 1 9

公費分

0 4 3

利用者負担額

3 4 35 9 2 1 1 1 1 4 3 3 5 00 0 9 0 0 0

5 9 2 1 2 1 2 0 6 6 8 8 0 3 0 8 0 3 5 5 8 0 2 6 4 0 0

0
公費分

3

公費分本人負担月額

5 4 0

請求額（円） 請求額

0

保険分
6 9 9 3

03合計 1 0 5 3

未記入



〈別紙〉

令和７年４月１日現在

名　　　　　　称 住　　　　　　　　所 電　話　番　号

福知山市福祉事務所 福知山市字内記１３の１ ０７７３－２４－７０１２

舞鶴市福祉事務所 舞鶴市字北吸１０４４ ０７７３－６６－１０１０

綾部市福祉事務所 綾部市若竹町８の１ ０７７３－４２－４２５７

宇治市福祉事務所 宇治市宇治琵琶３３ ０７７４－２２－３１４１

宮津市福祉事務所 宮津市字浜町３０１２　福祉教育総合プラザ４階 ０７７２－４５－１６２３

亀岡市福祉事務所 亀岡市安町野々神８ ０７７１－２５－５０３０

城陽市福祉事務所 城陽市寺田東ノ口１７番地 ０７７４－５６－４０３４

向日市福祉事務所 向日市寺戸町小佃5の1 ０７５－９３１－１１１１

長岡京市福祉事務所 長岡京市開田１丁目１の１ ０７５－９５５－９５１７

八幡市福祉事務所 八幡市八幡園内７５番地 ０７５－９８３－１４５７

京田辺市福祉事務所 京田辺市田辺８０ ０７７４－６４－１３７１

京丹後市福祉事務所 京丹後市峰山町杉谷６９１ ０７７２－６９－０３１０

南丹市福祉事務所 南丹市園部町小桜町４７ ０７７１－６８－０００７

木津川市福祉事務所 木津川市木津南垣外１１０の９ ０７７４－７９－０３０７

京都府山城広域振興局乙訓保健所 向日市上植野町馬立８ ０７５－９３３－１１５４

京都府山城広域振興局山城北保健所綴喜分室 京田辺市田辺明田１ ０７７４－６３－５７４７

京都府山城広域振興局山城南保健所 木津川木津上戸１８の１ ０７７４－７２－０２０８

京都府南丹広域振興局南丹保健所 南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ ０７７１－６２－０３６３

京都府丹後広域振興局丹後保健所 京丹後市峰山町丹波８５５ ０７７２－６２－４３０２

京都市北区役所保健福祉センター 京都市北区紫野東御所田町３３番地の１ ０７５－４３２－１１８１

京都市上京区役所保健福祉センター 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町２８５番地 ０７５－４４１－０１１１

京都市左京区役所保健福祉センター 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町７番地の２ ０７５－７０２－１０００

京都市中京区役所保健福祉センター 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１番地 ０７５－８１２－００６１

京都市東山区役所保健福祉センター 京都市東山区清水五丁目１３０－８ ０７５－５６１－１１９１

京都市山科区役所保健福祉センター 京都市山科区椥辻池尻町１４－２ ０７５－５９２－３０５０

京都市下京区役所保健福祉センター 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町６０８－８ ０７５－３７１－７１０１

京都市南区役所保健福祉センター 京都市南区西九条南田町１－３ ０７５－６８１－３１１１

京都市右京区役所保健福祉センター 京都市右京区太秦下刑部町１２番地 ０７５－８６１－１１０１

京都市西京区役所保健福祉センター 京都市西京区上桂森下町２５－１ ０７５－３８１－７１２１

京都市西京区役所洛西支所保健福祉センター 京都市西京区大原野東境谷町２丁目１番地の２ ０７５－３３２－８１１１

京都市伏見区役所保健福祉センター 京都市伏見区鷹匠町３９－２ ０７５－６１１－１１０１

京都市伏見区役所深草支所保健福祉センター 京都市伏見区深草向畑町９３－１ ０７５－６４２－３１０１

京都市伏見区役所醍醐支所保健福祉センター 京都市伏見区醍醐大構町２８番地 ０７５－５７１－０００３

指定介護機関「指定申請書」提出先

※不明な点等についてのお問い合わせ先
　・　上記提出先
　・　京都市内以外の事業者　　京都府健康福祉部地域福祉推進課（ＴＥＬ０７５－４１４－４６１６）
　・　京都市内の事業者　　　　　京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室（ＴＥＬ０７５－２２２－３５３５）


